
上尾市工事設計書等の情報提供に関する要領  

                         令和６年１月１６日  

         総 務 部 長 決 裁 

 （趣旨）  

第１条  この要領は、上尾市情報公開条例（平成１１年上尾市条例第３０号。

以下「条例」という。）第２６条の規定により、事務の迅速化及び簡素化

を図り、もって市民サービスの向上に資するため、工事設計書等の情報提

供に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この要領において「工事設計書等」とは、建設工事に関する金額入

り工事設計書（設計書、内訳書、諸経費計算書、代価表、一位代価表その

他の建設工事の設計金額を記載した設計に関する書類をいう。）、数量計

算書及び積算根拠書並びに設計業務委託書をいい、第４条第１項第２号に

規定する工事担当課長が情報提供をすべきでないと認めるものを除く。  

２  この要領において「建設工事」とは、建設業法（昭和２４年法律第１０

０号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。  

３  この要領において「設計単価」とは、工事設計書等に記載された建設工

事の設計金額に係る単価で、次に掲げるものをいう。  

 (1) 土木工事設計単価表（埼玉県）掲載の単価  

 (2) 刊行物である物価資料（建設物価、積算資料）掲載の単価  

 (3) 見積徴取した単価  

 （対象となる工事設計書等）  

第３条  情報提供の対象となる工事設計書等は、次に掲げる要件のいずれに

も該当するものとする。  

 (1) 前条第３項第１号又は第２号に掲げる設計単価に係る工事設計書等に

あっては、設計単価の適用年月日から当該月を含め１か月を経過し、か

つ、工事請負契約が締結されているもの（建築・建築設備工事又は建築

物に係る工事にあっては、工事検査が完了したもの）であること。  

 (2) 工事設計書等に条例第７条に規定する非公開情報が含まれている場合

にあっては、当該情報を除いたものであること。  

 （情報提供の申出等）  



第４条  工事設計書等の情報提供を受けようとする者（以下「提供希望者」

という。）は、次に掲げるいずれかの方式により工事設計書等情報提供申

出書（別記様式）を提出するものとする。  

 (1) 電子申出方式（提供希望者が本市の提供する電子申請・届出サービス

を利用して総務部総務課長（以下単に「総務課長」という。）に当該申

出書を提出する方式をいう。）  

 (2) 窓口申出方式（提供希望者が総務部総務課又は工事担当課（工事設計

書等に係る建設工事を担当する課等をいう。以下同じ。）の窓口におい

て総務課長又は当該工事担当課の長（以下「工事担当課長」という。）

に当該申出書を提出する方式をいう。）  

 (3) 郵送・ファクシミリ・電子メール申出方式（提供希望者が郵送、ファ

クシミリ又は電子メールにより総務課長又は工事担当課長に当該申出書

を提出する方式をいう。）  

２  前項の申出書は、工事設計書等に係る建設工事の契約締結日が属する年

度の翌年度の３月３１日までに提出するものとする。  

３  第１項の場合において、総務課長は、同項各号の規定による申出書の提

出を受けたときは、当該申出書を工事担当課長に移送するものとする。  

 （情報提供の手続）  

第５条  工事担当課長は、前条の規定による申出書の提出を受けたときは、

速やかに工事設計書等の情報提供を行うものとする。  

２  工事設計書等の情報提供は、工事担当課長が電子メールに当該工事設計

書等に係る電磁的記録を添付して前条第１項の規定により提供希望者に送

付することにより行うものとする。ただし、電子メールによる情報提供が

困難であるときは、当該工事設計書等に係る電磁的記録を複製した光ディ

スクその他の電磁的記録媒体を提供希望者に交付する方法により行うもの

とする。  

３  前項ただし書の場合において、提供希望者は、光ディスクその他の電磁

的記録媒体（新品に限る。）を工事担当課長に提出しなければならない。  

 （費用負担）  

第６条  前条第２項の規定による情報提供に要する費用は、無料とする。  

２  提供希望者は、前条第２項の規定による情報提供以外の方法で工事設計



書等の情報提供を受けるときは、当該情報提供に要する費用を負担しなけ

ればならない。  

 （その他）  

第７条  この要領に定めるもののほか、工事設計書等の情報提供に関し必要

な事項は、別に定める。  

   附  則  

 この要領は、令和６年２月１日から施行する。  


